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令和８年度八女市シティプロモーション外部媒体連携業務委託仕様書 

 

 

１　委託業務名 

令和８年度八女市シティプロモーション外部媒体連携業務委託 

 

２　業務の目的 

　本業務は、都市圏の若年層（20～30 代）への訴求不足及び情報到達不足とい

う課題を踏まえ、本市の認知度向上及び来訪意欲の醸成を図ることを目的とし

て実施する。実施にあたっては、都市圏・首都圏の若年層をはじめ、特定のライ

フスタイルや価値観に関心を有する層に対し、専門誌、ライフスタイル誌、機内

誌、WEB 媒体等の外部媒体を戦略的に活用し、本市の魅力を効果的に発信する。

情報発信にあたっては、単なる観光情報の発信にとどまらず、人、文化、産業、

食、暮らし等の地域資源を結び付け、「共感」や「訪れてみたい」と感じてもら

えるストーリー性のあるコンテンツを制作する。また、市公式メディア等での二

次活用も見据えた広報展開を行うことで、情報発信効果の最大化及び継続的な

情報発信体制の構築を図る。これにより、本市のブランドイメージ向上、観光振

興及び地域活性化に寄与するとともに、将来的な関係人口の創出・拡大につなげ

ることを目的とする。 

 

３　委託期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

４　履行場所 

八女市内ほか、本業務の実施に必要な場所 

 

５　業務の内容 

　受託者は以下の業務を実施すること。 

（１）外部媒体の選定及び提案 

以下の条件を満たす媒体を選定し、提案すること。なお、事業効果を高めるた

め、複数媒体を組み合わせた提案も可とする。 

【媒体要件】 

・専門誌、ライフスタイル誌、旅行誌、機内誌、WEB 媒体等 

 
この仕様書は、公募型プロポーザルのための基準となるものであ

り、採用された提案により変更する予定です。
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・若年層や都市圏・首都圏へのリーチが期待できる媒体 

・一定の発行部数、閲覧数又はフォロワー数等を有する媒体 

 

（２）特集記事等の企画・制作 

八女市の魅力を発信する記事を企画し、単なる観光情報の羅列ではなく、人・

文化・地域産業・暮らし等を切り口とした共感性の高いコンテンツを制作するこ

と。また、記事と連動した写真・動画等のビジュアル制作を行うこと。 

 

（３）媒体掲載及び発信 

外部媒体への掲載調整及び掲載実施。 

 

（４)二次活用及び波及施策 

掲載記事については、市公式 WEB サイト、SNS、動画媒体等での二次活用を前

提とし、単発的な露出に留まらない情報発信設計を行うこと。また、媒体掲載後

の SNS 広告配信、インフルエンサー連携、WEB 転載等、波及効果を高める提案を

行うことが望ましい。 

 

（５）効果測定及び分析 

媒体掲載によるリーチ数の把握や WEB 閲覧数、SNS 指標（再生数、エンゲージ

メント等）の分析を行い、効果検証及び改善提案を行うこと。 

 

６　成果品 

次に掲げるものについて、電子媒体で納入すること。 

（１）掲載記事データ（紙・WEB） 

（２）制作した動画・画像等コンテンツ 

（３）効果測定レポート 

（４）成果報告書 

 

７　提出書類 

（１）業務着手時 

着手届 

（２） 業務完了時 

完了届 

業務実施報告書 

請求書 
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８　検査 

受託者は、業務完了後に成果品を提出し、市の完成検査を受けること。納品

後に成果品に不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置

を行わなければならない。 

 

９　疑義 

受託者は、業務実施に対し疑義が生じた場合は、速やかに市と協議し解決す

ること。 

 

１０　留意事項 

（１) 委託業務の実施にあたっては、事前に市と十分協議し、市の指示に従う

こと。 

（２）受託者は業務の遂行にあたり、最大の効果を発揮できるよう努めるととも

に、効果がより高いと考えられる場合においては本仕様書に定められていな

い内容であっても積極的に提案を行うこと。 

（３）受託者は、市の許可なく成果品（作成途中のものを含む）を公表、複製、

及び貸与してはならない。 

（４）業務に関して知り得た情報や、市から提供を受けた資料については、適正

に管理し、情報の外部への漏えい防止に十分注意すること。 

（５）本業務により作成した記事原稿、写真、動画その他成果品に係る著作権は、

原則として発注者に帰属するものとする。ただし、誌面デザイン、編集構成

その他媒体固有の著作権については、この限りでない。 

（６）受託者が業務内容のすべてを一括して第三者に委託することは認めない。

ただし、業務の一部を再委託したい場合は、あらかじめ発注者の承認を得る

ものとする。 

 

１１　その他 

本仕様書に記載されていない事項については、市と受託者の協議により決定

する。


